
【適時開示体制の概要図】 

① 決定事実 

各部門長・子会社 

                    ↓情報伝達 

情報管理責任者（適時開示の要否の判定） 

↓指示 

情報開示担当部署（開示予定資料作成） ←助言・相談→ 外部専門家 

↓報告 

代表取締役社長 

↓付議 

取締役会（開示承認） 

↓指示 

情報取扱責任者 

↓指示 

情報開示担当部署（開示手続） 

↓ＥＤＩＮＥＴ登録  ↓ＴＤｎｅｔ登録      ↓資料投函        ↓掲載 

福岡財務支局 東京証券取引所 兜倶楽部(必要に応じて) 当社ウェブサイト 

↓法定開示（公表）   ↓適時開示              ↓公表                ↓公開 

株主・投資家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 発生事実 

各部門長・子会社 

                     ↓情報伝達 

情報管理責任者（適時開示の要否の判定） 

↓指示 

情報開示担当部署（開示予定資料作成） ←助言・相談→ 外部専門家 

↓報告 

代表取締役社長 報告(注 1) → 取締役会 

↓指示 

情報取扱責任者 

↓指示 

情報開示担当部署（開示手続） 

↓ＥＤＩＮＥＴ登録  ↓ＴＤｎｅｔ登録      ↓資料投函        ↓掲載 

福岡財務支局 東京証券取引所(注) 兜倶楽部(必要に応じて) 当社ウェブサイト 

↓法定開示（公表）   ↓適時開示              ↓公表                ↓公開 

株主・投資家 

（注）緊急を要する場合発生事実に関する情報は開示手続きを優先し、後に取締役会に報告される 

 


